
 

 
 
【 １ ． 制 度 の 概 要 】  
 保護者のかたの経済負担の軽減を目的に，対象施設の実際の保育料※と認可保育施設等を利用
した場合の保育料の差額を助成する柏市独自の制度です。 
※ 助成の対象となる経費は月額保育料と園が自園調理にて提供する昼食代です。 
 
【 ２ ． 対 象 施 設 】  
(1)柏市保育ルーム  (2)認可外保育施設   
(3)企業主導型保育施設(地域枠)  
※こども家庭庁が定める「認可外保育施設に対する指導監督基準」を満たしている 
 施設が対象です。  
 
【 ３ ． 対 象 と な る か た 】  
(1) 保護者，お子様ともに柏市に住所を有している。 
(2) 生後 57 日から 2 歳児（3 歳になる年度の 3 月 31 日まで）までのお子様 
(3) 両親ともに以下【４.扶助費支給対象要件】のいずれかに該当するかた  
(4) 対象施設と月極め契約をしている。 
※上記要件(1)～(4)のほかにも要件があります。詳細については柏市 HP をご覧ください。 
 
【 ４ ． 扶 助 費 支 給 対 象 要 件 】  
両親ともに以下のいずれかの要件に該当する必要があります。 

 
 
 
 

 

 

   
 
 

※扶助費支給制度においては，「求職活動中」及び「育児休業中」は支給対象外となります。 

※「就労」の要件に該当するかたは，就労先に就労実績等を確認する場合がございます。 

※「妊娠・出産」の要件に該当するかたは，出産月の前後 2 か月以内が支給対象となります。 

《 令 和 ８ 年 度 版 》  

委 託 乳 幼 児 扶 助 費 支 給 申 請 の お 知 ら せ  

【 申 請 に 必 要 な 書 類 】  
① 申 請 書  
② 領 収 書 兼 支 援 提 供 証 明 書  
 (施 設 が 発 行 す る も の ) 
③ 保 育 の 必 要 性 を 証 明 す る 書 類  
 (就 労 証 明 書 等 ) 
④ 課 税 証 明 書 等 の そ の 他 必 要 書 類  
※ ③ は 第 1 期 に 提 出 さ れ た 場 合 ， 第 2 期
以 降 は 提 出 不 要 で す 。 た だ し ， 診 断 書 等
の 期 限 付 き の 書 類 及 び 要 件 に 変 更 が 生 じ
た 場 合 は ， 都 度 提 出 が 必 要 と な り ま す 。  

裏 面 に 続 く ⇨  

申請月 申請書等受付期間 支給月

第1期(4月分～6月分)    7月1日 ～ 7月31日 8月末日

第2期(7月分～9月分)   10月1日 ～10月31日 11月末日

第3期(10月分～12月分)    1月1日 ～ 1月31日 2月末日

第4期(1月分～ 3月分)    4月1日 ～ 4月30日 5月末日

【 ５ ． 支 給 時 期 】  

詳細はこちらを
ご覧ください。  
(柏市 ホームペ
ージ) 

No. 保護者の状況 要件

1 就労 「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共に満たす就労をしている場合

2 就学
学校に在学している又は職業訓練を受けていて「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を満たす就学
をしている場合

3 妊娠・出産 母親が妊娠中か出産後間もない場合（出産月の前後２か月以内）

4 疾病・障害 保護者が疾病，負傷，障害がある等の状態であり，児童の家庭保育にあたれない場合

5 介護・看護
同居の親族（長期間入院等をしている場合を含む）を「週16時間以上」かつ「月64時間以上」を共
に満たす介護又は看護をしている場合



【 ６ ． 支 給 額 等 に つ い て 】  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
表 1．扶助費支給上限額(100 円未満切捨て) 

 

 

 

 

《算出方法》 

 
 

 
 

 

 

 

 

認可保育施設等を 
利用した場合の保育料  

対象施設の保育料 
  (支給上限金額) 扶助費 

表１の金額を上限とし，対象施設の実際の保育料と認可保育施設等を利用した場合の保育
料の差額を助成します。  
※1 対象施設の保育料が認可保育施設等を利用した場合の保育料より低いケースでは，支給されません。 
※2 対象施設の保育料が表１の金額を上回った場合，超過分は保護者負担となります。（下図パターン 1 参照）  

※3 対象施設の保育料が表１の金額を下回った場合，その保育料が支給上限金額となります。（下図パターン２参照）  

※4 認可保育施設等を利用した場合の保育料については，下の二次元コード「令和８年度保育園等利用申込みのご案

内」の３３，３４ページ目をご覧ください。  

37,000円１歳児～２歳児 70,000円

歳児
支給上限額(お子様1人あたりの月額)

保育ルーム・認可外保育施設 企業主導型保育施設

0歳児 70,000円 37,100円

〔パターン２〕
  認可外保育施設の保育料が50,000円(上限金額を下回る場合)
   認可外保育施設1歳児クラス利用　　　 :支給上限金額70,000円
　認可保育所等を利用した場合の保育料　:29,600円／月(4-5階層)

扶助費
20,400円

(50,000円－29,600円)

認可保育施設の保育料
29,600円

認可外保育施設の保育料

(＝50,000円)

上限金額:70,000円

【 ７ ． お 問 合 せ 先 】  
柏市保育運営課 入園担当 (施設等利用給付班) 

〒２７７－８５０５ 柏市柏５－１０－１ 

電話番号 ０４－７１２８－６８８１（直通) 

 


